
 

 

 

 

MISHIMA SHINKIN BANK 

2026 年 2 ⽉吉⽇ 
三島信⽤⾦庫 

 
投資信託取引関連約款等の制定及び改訂のお知らせ 

 
平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 
さて、当⾦庫では以下の約款等を制定及び改訂いたします。 
なお、改訂後の約款等は改訂前からお取引いただいているお客さまにも適⽤させていただきます。 

 

記 

 【制定する規定】 
  ・投資信託 電子サイン取引規定 
  
【改訂する約款等】 

・三島信⽤⾦庫投信取引約款 
  ・⾃動けいぞく（累積）投資約款（追加型株式投資信託⽤） 
  ・特定口座約款 
  ・非課税口座約款 
  ・未成年者口座および課税未成年者口座約款 
  ・さんしんの投信⾃動積⽴（定時定額購⼊取引）取扱規定 
   
 【改訂⽇】 
  2026 年 2 ⽉ 20 ⽇ 
 
 【主な改訂内容】 

・投資信託取引におけるシステム導⼊に伴い電子サイン機能を追加 
・「NISA にかかる実務上の取扱い」の改訂による勘定設定の取扱いを変更 
・未成年者口座のみなし廃⽌に伴う記載追加 

以上 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 
ライフサポート部 ライフデザイン課 

ＴＥＬ︓055-973-5668 






























































